
 

近年、悪質な訪問販売による被害やクレジットによる多額の購入契約を結ばされてしまうといっ

た事例が増えています。こうした消費者被害を防止するため、特定商取引法と割賦販売法が改正

され、平成２１年１２月１日から施行されました。 

規制の抜け穴を解消 

○特定商取引法の規制の対象が広がりました 
これまでは指定された商品やサービスが規制の対

象となっていましたが、訪問販売、電話勧誘販売

などで購入した、原則すべての商品・サービスが

クーリング・オフの対象になりました。 

訪問販売の規制強化 
ま～ま～奥さん、

そう言わずに･･･ 

「いらない」って 

言ってるでしょ! 

〇「契約しない」という意思を示した

消費者に対して、再勧誘することは

禁止されます。 
○必要量を超える「過量販売」の契約

は、契約後１年以内であれば解除で

きます。 

通信販売の規制強化 クレジット契約の規制強化

○返品の可否や条件を広告に表示

していない場合は、８日間は送料

を自己負担で返品し、契約の解除

ができることになりました。 

○訪問販売などで商品やサービスの説

明にウソがあったり過量販売があっ

た場合に、個別クレジットで支払って

いるならばこれを解約し、すでに支払

済みのお金を返してもらうことが可

能になりました。 

佐賀県消費生活センター  ：０９５２－２４－０９９９ 
相談時間：午前９時～午後５時 （土・日・祝日も受け付けています） 
佐賀市天神三丁目２－１１（アバンセ ３階 くらしの安全安心課内） 
※来所による相談は予約制です。アバンセ休館日は電話相談のみ受け付けます。 
 


